
【コラム】よろしくお願いします。(弁護士　宮本澄香)
はじめまして、２０２２年１２月より埼玉総合法律事務所に入所いたしました、弁護士の宮本澄香（みやもとすみか）と申します。

フレッシュ新人弁護士としてご挨拶したいのですが、社会人経験を経て弁護士となったため、既に３０歳をいくつか過ぎており、初々しさ
を前面に出してご挨拶するにはややはばかられる面があります。

出身は京都ですが、物心つかない内に奈良に移り、その後は北海道（札幌）、東京、そして埼玉と移り住んできました。
「都」「道」「府」「県」と名の付く場所に、少なくとも一度は住んだことがあるというのが、密かな自慢です。

私は、大学卒業後、約５年間障害者福祉施設（就労支援施設）の支援員を務めていました。社会福祉士及び公認心理師の資格も保有してい
ます。

前職の仕事は、弁護士業とは全く違う分野と言われることも多いのですが、対人支援職という点では共通する部分が多いと感じています。
アプローチの方法は違えども、ご依頼者の方と対話しながら、人生を前に進めるお手伝いをするという点において、両者には似た部分があ
るのではないでしょうか。

前職の経験もあり、障害者の権利問題や、ひきこもり問題等に興味があります。
また、学生時代は美術部に所属しており、美術への興味関心から著作権関連事件も積極的に引き受けていきたいと考えています。
とはいえ、新人時代には一つの分野に拘らず、多様な事件に関わることで成長していきたいと思います。
今後ともご指導ご鞭撻を賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士　宮本　澄香

（事務所ニュース・2023年夏号掲載）

【コラム】弁護士１年目を振り返って（弁護士　深谷直史）
今年の５月で、弁護士になって１周年を迎えることができました。２年目に突入です。
１年間、長いようで短かったような気がします。今年に入ってからも、心に残る出来事はたくさんありました。

１月から３月にかけては、法教育イベントに参加して毎週のように小中学校に行っていました。
生徒たちには、課題発見の授業と称して、「ルール作り」や「議論のしかた」について学んでもらいます。
普段の学校の授業で習わないことですので、子どもたちも一生懸命に考えて意見を言ってくれます。
みんなとても積極的なので、弁護士は傍で見ているだけのことが多いです。
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学校教育のシステム上、「どんな校則も守らないといけない。」「先生の言うことやルールは絶対だ。」と思ってしまっている生徒たちも
非常に多いです。
法教育の授業では、弁護士が教室にやってきて、生徒たちに、「本当にこの校則は要るのかな？」、「どんなルールがあるといいかな？」
と問いかけ、生徒たちの新たな視点と自主性を育むことを目的としています。将来の日本の民主主義を担う子どもたちを育てる一助になっ
ていると思って、これからも法教育の活動は続けていきたいと思います。

今年度は、ご縁もあって、埼玉弁護士会の調査局も務めることになりました。
尾崎執行部のもと、様々な弁護士会主催のイベントのお手伝いもしています。
目の前のことに一生懸命に取り組み、新しいことにもチャレンジする２年目にしたいと思います。

弁護士　深谷　直史

（事務所ニュース・2023年夏号掲載）

【コラム】入管法改定（弁護士　鈴木満）
本年６月９日、多くの反対がある中、出入国管理及び難民認定法（入管法）の改定案が参議院本会議で強行採決により可決され、成立して
しまいました。

私は、この改定の内容には、様々な問題があると考えていますが、その一つが、改定前から存在する、送還停止効と呼ばれる難民認定申請
者に対する強制送還を禁止する定めに例外を設け、３回目以降の難民認定申請者は、一部の場合を除き、難民認定手続き中であったとして
も送還が可能となる点です。

難民認定申請者の子どもたちの中には、現時点で、すでに２回以上難民認定申請を行っている子どももいます。また、日本で生まれ育った
子どもであっても、すでに３回目の難民認定申請手続きを終えた子どももいます。

そのため、改定された入管法では、日本で生まれ育ち、他の国にも行ったことがないような子どもですら、その意に反して、日本から退去
させられる可能性があります。

アメリカでは、大学等で、非自発的な帰国が青少年に与える影響について研究がなされているそうです。
その研究では、強制送還のような非自発的な帰国は、青少年の成長過程に大きなマイナスの影響を与えるだけでなく、心理的な衝撃を与え、
長期的な精神的トラウマを生む極めて非人間的なものであると認識されているそうです。

改定された入管法の施行は来年ですが、今回の改定によって、非人道的な不当な扱いを受ける外国人が増えないように、今後の動向を注視
していきたいと思います。
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弁護士　鈴木　満

（事務所ニュース・2023年夏号掲載）

【コラム】付添人活動（弁護士　南木ゆう）
少年事件における付添人活動は、成人の刑事事件の弁護活動と重なる部分もありますが、より多岐にわたります。
それは、少年法の目的が、処罰ではなく「健全育成」にあり、付添人の活動の目的が、「少年の更生」の援助にあるからです。

昨今、特殊詐欺の受け子・出し子や、組織的な強盗事件の実行犯役に少年が関与している事件が多くなってきています。
SNSの普及によりバイト感覚で容易に犯行に至ってしまうという問題点が指摘されていますが、少年事件に付添人として携わっていると、
やはり家庭環境の影響が大きいことを実感します。

家族との関係が上手くいっておらず、家庭に居場所がない少年や、両親を早くに亡くし、適切な保護者不在のまま社会から取り残されてい
る少年にも出会います。
このような少年は、得てして自己肯定感が低く、将来の夢を持つことも、自分の人生を大事に思うこともできなくなっています。

付添人として、少年に様々な視点から働きかけることはもちろんですが、社会資源(少年の更生に役立つと思われる全ての人的・物的資
源)をいかに開拓するかというのも付添人の大事な活動の1つです。
自分の責任だと落ち込んでしまっている母親を励ましたり、「少年院で叩き直してもらえば良い」等と保護者としての責任を放棄して、面
会にすら行こうとしない父親を説得することもあります。

自己満足かもしれないとは思いつつも、最近は3ヶ月に1回、適切な保護者のいない少年の授業参観や行事に参加するため少年院に通って、
少年の成長を見守っています。

弁護士　南木　ゆう

（事務所ニュース・2023年夏号掲載）
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【コラム】親なき後(弁護士　月岡朗)
２０２３年６月２日と６月２６日の２日間で、日本弁護士会連合会と埼玉弁護士会の共催で、「親なき後について、弁護士とともに考える」
とのセミナーを実施しました。

障害のあるお子様をお持ちの親御様にとって、将来、自分が亡くなった後のことは大変重要な問題かと思います。
残されたお子様の生活はどうなるのか。親なき後、誰がお子様の面倒をみるのか。
簡単に答えの出ることではないけれど、そのような不安や悩みを親御様と一緒に考えていきたいと思い、上記のセミナーを開催しました。

セミナーでは、民事信託や成年後見制度等の法制度に関する講演に加えて、お子様の今の生活を守っていけるように、親御様が元気なうち
にお子様に合う支援者を探すことの大切さや、親御様から支援者にお子様の様子を伝えて、支援者がお子様を理解した上で支援することの
重要性が話されました。

また、グループディスカッションも行い、多くの親御様から多くの質問が寄せられました。
寄せられた質問に弁護士が答えていくなかで、親御様と弁護士で、お互いの人となりや性格が見えてきたのではないかと思います。支援す
る側と支援される側の間では相互理解が重要ですが、今回のグループディスカッションは親御様と弁護士の相互理解を深めるひとつの方法
と感じました。

今後も、親御様やお子様との交流を継続し、親御様やお子様と一緒に、よりよい支援を考えていけたらと思います。

弁護士　月岡　朗

（事務所ニュース・2023年夏号掲載）

【コラム】ドキュメンタリー映画『教育と愛国』を観て（弁護士
谷川生子）
今年４月の埼玉弁護士会主催「憲法と人権を考える市民の集い」は、ドキュメンタリー映画「教育と愛国」（斉加尚代監督）の上映会でし
た。
戦後、教育と政治は一線を画してきたはずですが、教科書検定制度等を通じてじわりじわりと政治が教育に介入し、そのスピードが加速し
ている現実を知ることができました。

小学１年生の教科書の「パン屋」で友達と会うという記載について、２０１７年、国や郷土を愛する態度として不適切、という検定意見が
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つき、教科書会社が「パン屋」でなく「和菓子屋」に変更したエピソード。
２００６年、教育基本法の改正により第２条にいわゆる愛国心条項が定められ、政治による教育現場に対する圧力が確実に強まってきたこ
とがわかります。
内閣の閣議決定を受けて、「従軍慰安婦」「強制連行」などの用語が一部の教科書で変更されたことも記憶に新しいところです。

このような「愛国心」を目標に掲げる教育は、嫌でも戦前の軍国主義教育を想起させます。
私自身、小学校の道徳の授業で、みんな仲良く、という教えを受けましたが、今の子どもや教師が置かれている状況は当時とは異なるよう
に感じます。
国のためではなく、子ども達のために日々奮闘している教師が、政治に翻弄され、疲弊する教育現場で、子ども達が自由に個性を伸ばし、
健全に成長するとは思えません。
　
集会では、製作者から取材時のエピソードなどを聞くことができ、様々な障壁を乗り越えて作られた貴重な作品であることもわかりました。
メディアが正面切って政府のやり方を世に問うことが難しい時代、このような作品がもっと多く作られたらと思いました。

弁護士　谷川　生子

（事務所ニュース・2023年夏号掲載）

【コラム】労働局での調停手続（弁護士　佐渡島啓）
パワハラ防止措置（相談窓口の設置など）が全事業主で義務化されてから１年以上になりますが、パワハラに関する法律相談は残念ながら
減っていません。
上司や同僚から被害を受けている、加害者として訴えられてしまったといった相談はもちろんですが、顧問先の会社などからは、社内で生
じたパワハラトラブルにどう対処すべきか分からないといった相談も多く寄せられます。
この裏側の問題として、パワハラ被害を会社に申告したのに会社が適切に対処してくれないという相談もあります。

しかし、被害者がその会社で働き続けることを希望している場合には、弁護士を代理人に立ててまでして、会社と交渉したり、ましてや裁
判をおこなうことには躊躇する方が少なくありません。
このような場合には、労働局に、会社との調停を申請することも解決のための選択肢として考えられます。

この調停手続は、原則として１回、２時間程度の期日で解決することを目指す制度で、私もこの調停の調停委員を務めています。
今年の春に私が担当した調停では、パワハラ被害を度々上司に訴えていたのに放置され続けたという事案で、調停手続に参加した会社の担
当者に会社としての落ち度を説明して納得してもらい、一定の和解金を支払うことで調停を成立させることができました。

調停手続には強制力がないため、パワハラ被害者が調停を申請しても会社が手続に参加しない、あるいは、調停手続に参加しても調停成立
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には至らないケースもあるという限界はありますが、もっと広くこの制度を皆さんに知っていただき、いざというときには利用を検討して
もらいたいと思います。

弁護士　佐渡島　啓

（事務所ニュース・2023年夏号掲載）

【コラム】中央線が直線であることを考える、その心（弁護士
猪股正）
ソースからずっしりと重い本が突然届いた。
手紙は付いていない。巻末の著者「主要業績」を見る。難しそうな論文が並ぶ。
「中央線が直線であることの植民地主義的な意味－社会科・地歴教材開発の観点から」。ソースらしくておかしい。
確かに、地図を見ると、新宿からわずかに北上したあとは、立川まで西へ微動だにしない一直線だ。
住人も地形も蹴散らしたようなこの直線に上からの傲岸不遜な力を感じたんだと思う。「あとがき」が長い。
大学時代、山岳部に入り浸り、そこが初めて意識した親密圏で、ゼロ単位を自慢する価値観に率先して染まったこと、京都暮らしは長く先
行き不透明な苦悩の時代であったことなどが綴られている。

ソースは京大山岳部時代の後輩。一緒に丸太に跨がり奥利根湖を横断し利根川源流から尾瀬ヶ原へと遡行した。
吉田拓郎ファンで気が合い、無口な私は明るくよくしゃべる後輩のソースからよくいじられた。
司法試験に受からない苦しい時代、よく励まされた。ソースは京都に残り留年、休学、院浪。
ずっと心を離れずその存在を感じながら生きてきた。

この「現代日本の規律化と社会運動」という難しいタイトルの本には、生協の主婦の運動、胎児性水俣病患者の運動のことなどが書かれて
いる。「生活保護を受けて何がワルインダ」「ホームレスであって何がワルインダ」、“ああなってはならない者”とされた人々こそが
「当然の者」として普遍化されるような「新しい共同性」を展望する、「共同性」へと架橋するのは人間の多様な想像力であり、だからこ
そ歴史の叙述が必要で、抗う活動は人間の日常的な営みに軸足を置く必要があると書いてある。

長い思索の積み重ね、ソースの人生の厚みや重みを感じる。難しいけれど心はわかる。
歴史学者と弁護士となり、離れたところを歩いてきたけれど、近くでつながっている。
こうした幸運に感謝し、私も、日常の営みに軸足を置き、抗う一歩を続けたいと思う。

弁護士　猪股　正　

https://saitamasogo.jp/sadoshimakei
https://saitamasogo.jp/archives/91164
https://saitamasogo.jp/archives/91164
https://www.jorudan.co.jp/time/rosenzu/%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E7%B7%9A/
https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E5%82%B2%E5%B2%B8%E4%B8%8D%E9%81%9C/#:~:text=%E3%81%94%E3%81%86%E3%81%8C%E3%82%93%2D%E3%81%B5%E3%81%9D%E3%82%93%E3%80%90%E5%82%B2%E5%B2%B8,%E8%AC%99%E8%99%9A%E3%81%95%E3%81%AE%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%95%E3%81%BE%E3%80%82
http://www.nikkeihyo.co.jp/books/view/2622
https://saitamasogo.jp/inomatatadashi


（事務所ニュース・2023年夏号掲載）

【コラム】最近、つらつらと（弁護士　髙木太郎）
長女の夫は、仕事から帰ると、１歳の娘をずっと抱いて面倒を見ている。
次女の夫は、送別会に２歳の息子を連れてベビーカーででかける。
私たちの世代は口では男女平等を言っても、彼らにはとてもかなわない。
８０年代、ゲイの人をネタにしたギャグに何の抵抗もなく笑っていた。
今となってはそんな自分を恥じいるしかないが、現代の若者はおそらく同じギャグを見たら嫌悪感を持つだけだろう。
人々の人権感覚は確実に進歩しているが、それには時間がかかる。
古い時代の感覚が沁みついた人間が中心にいる間は、抜本的な改革は期待できない。
新しい時代を切り開くには、新しい人権感覚の中で生まれ育った人が中心を担うようになる必要がある。

少数者の人権を浸透させる運動は、多数者である労働者がごく少数の搾取する側の資本家と戦うやりかたとは少し違うように思う。
徹底的に議論して論破するのではなく、共感を広げる方法によってしか実現できないように思う。
新しい運動を担えるのは、新しい感覚の人たちだ。
古い感覚がどこかに沁みついている人間は、それを邪魔しないことがまずは必要だ。

余人をもって代えがたい、と思われる人さえ、いずれは次に交代をしていかなければならない。
そのタイミングを間違えると、組織や運動の大きな後退を招く。最近、そんなことをつらつらと考えている。

弁護士　髙木　太郎

（事務所ニュース・2023年夏号掲載）

【コラム】調停制度１００年(弁護士　牧野丘)
昨年６月から埼玉調停協会連合会の会長の任にあります。

昨年は調停制度がわが国で始まってから１００年を迎え、最高裁や日本調停協会連合会では、昨年９月以降、今年に至るまで様々な記念行

https://saitamasogo.jp/archives/91162
https://saitamasogo.jp/takakitaro
https://saitamasogo.jp/archives/91160
https://www.courts.go.jp/saikosai/index.html
https://www.choutei.jp/


事が行われていました。コロナ禍にも関わらず、シンポジウムや記念模擬調停などには、地味な企画でありながらも一般の市民の皆さんも
大勢参加されました。

調停は、最初からお互いの譲歩を期待して行う話合いの手続きです。
言わば裁判所を間に挟んでの話合い。よく「和を尊ぶ日本人の性格にマッチした」と言われるのですが、決してそういうことではなく、制
度を産み出した人たちが社会のニーズをくみ取り、周到に準備して制度設計したから定着したのであり、同じ成功を目論んで別の特殊分野
で調停制度を作ってみたが、全く定着しなかった、というケースもあるようです。

私は訴訟を選択できる場合でも調停申立てを先行させることが結構多く、愛好者です。
調停は、せっかく何度か期日を重ねても、両者が合意に達しなければ、結局、訴訟提起をせざるを得ず、時間の無駄になることもあるので
すが、話合い目的なので、法律論の緻密さよりも、最初からテーマの核心に斬り込んでいける魅力があります。
調停委員を担当しているときには、単なる判断者ではなく相撲の行司やラグビーのレフェリーのように、双方が充実した闘いを進められる
ような交通整理係を心がけています。
実際の例では、法律の考え方や証拠の優劣を念頭に置きつつも、必ずしもそれに囚われず、あるべき筋の見極めに基づいて解決できること
があり、現実には、そういう解決への前進力のような能力を持った弁護士ばかりではないのが世の中の実情ではありますが、うまく解決に
至った場合にはスッキリとした気分も味わえます。

弁護士　牧野　丘

（事務所ニュース・2023年夏号掲載）
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